
令和７年度大多喜町任期付職員（学芸員）採用試験案内書 

１ 試験職種、採用予定人員及び受験資格   

試験職種 任用期間 採用予定 受験資格 

学芸員 
令和 ８年４月 １日から 

令和１１年３月３１日まで 
１名 

学芸員の資格を有し、実務経験を 

１０年以上有するもの 

 

２ 次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

 ⑴ 日本国籍を有しない者 

 ⑵ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる 

  までの者 

 ⑶ 公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

 ⑷ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊 

  することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 ⑸ 地方公務員法第１６条第４号の規定に該当する者 

 

３ 採用予定年月日 

  令和８年４月１日 

 

４ 試験申込書の配布 

  令和８年３月９日（月）から令和８年３月１３日（金） 

大多喜町役場総務課（役場本庁舎２階） 

 

５ 受験申込手続 

  次の書類を受付期間内に提出し、受験の申込みをすること。 

○職員採用試験申込書（写真貼付） 

○履歴書（様式指定なし。写真貼付） 

○検定、資格、免許等の写し 

 

６ 受付期間 

  令和８年３月９日（月）から令和８年３月１３日（金）必着 

  

７ 試験実施日時、場所 

 ⑴ 日時 

※日時は個別に通知する。 

⑵ 場所 

   大多喜町役場 

⑶ 試験内容 

   書類選考、面接試験 

※応募状況等により、書類選考のみで合否を決定する場合がある。  



８ 給与、勤務体制、休暇等 

 ⑴ 給与は、「大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例」等の規定により、給料及び 

地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉等手当等が支給される。 

給料額(月額)予定 １９０，６２０円（令和８年４月１日適用額） 

 ⑵ 勤務体制は、週３日・２３時間１５分（１日７時間４５分）勤務制 

 ⑶ 休暇は、年間１２日の年次休暇やその他各種の特別休暇がある。 

 ⑷ 任期を定めているが、更新する場合がある。 

 

９ 勤務場所、連絡先 

  〒２９８－０２１６ 

  夷隅郡大多喜町大多喜４８６番地１０ 中央公民館  

  電 話：０４７０－８２－３１８８ 

 

10 勤務内容 

  町内に残る文化遺産の整理、研究や資料の収集及び調査 

  古文書の解読、民俗資料の復元等 

 

11 問い合わせ及び申込書類提出先 

  〒２９８－０２９２ 

  夷隅郡大多喜町大多喜９３番地 

  大多喜町役場 総務課 総務係 

  電 話：０４７０－８２－２１１１ 

  ＦＡＸ：０４７０－８２－４４６１ 

 

 


